
議案第65号 

財産の無償譲渡について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６号の規定により、次の

とおり財産を無償で譲渡することについて、議会の議決を求める。 

 令和元年６月７日提出 

養父市長  広 瀬   栄 

 

１ 譲渡する財産 

(1) 施設 

 名 称  おうみ集会所「おうみ会館」 

所 在  養父市大屋町中1475番地26 

構 造  木造平屋建 

延床面積 133.43平方メートル 

(2) 土地 

  所 在  養父市大屋町中1475番26 

  地 目  宅地 

面 積  1,257.23平方メートル 

 

２ 譲渡の相手方 

                

   おうみ区  

区長 木村 正明 

 

３ 譲渡の条件 

   譲渡の相手方は譲渡物件を直接管理運営し、現に供されている住民の福

祉を増進するため地域の自主的な活動及び区集会所の用に供するものとす

る。 

ただし、処分制限期間を経過した譲渡物件は、この限りでない。 



議案第66号 

財産の無償譲渡について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６号の規定により、次の

とおり財産を無償で譲渡することについて、議会の議決を求める。 

  令和元年６月７日提出 

養父市長  広 瀬   栄 

 

１ 譲渡する財産 

 (1) 施設 

  名 称  夏梅農事集会センター「夏梅会館」 

所 在  養父市大屋町夏梅524番地１ 

構 造  木造平屋建 

延床面積 199.43平方メートル 

(2) 土地 

  所 在  養父市大屋町夏梅524番１    

  地 目  宅地 

面 積  482.45平方メートル 

 

２ 譲渡の相手方 

                 

   夏梅区  

区長 栃尾 孝志 

 

３ 譲渡の条件 

   譲渡の相手方は譲渡物件を直接管理運営し、現に供されている住民の福

祉を増進するため地域の自主的な活動及び区集会所の用に供するものとす

る。 

ただし、処分制限期間を経過した譲渡物件は、この限りでない。 


